
船舶事故等調査報告書 

平成２６年７月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３横第１３６号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２５年９月５日 １５時２５分ごろ 

発生場所 三重県尾鷲市三木埼南東方沖 

三木埼灯台から真方位１３２°９.０海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３３°５２.３′ 東経１３６°２４.３′） 

事故等調査の経過 平成２５年９月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ コンテナ船 S T X
エスティエックス

 TOKYO
トーキョー

（大韓民国籍）、８,３０６トン 

   ９１３３８７４（ＩＭＯ番号）、STX PAN OCEAN CO LTD. 

日光
にっこう

丸、１９９トン Ｂ 貨物船 

   １３６１２２、不二海運株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 二等航海士Ａ（大韓民国籍）、免状不詳 

Ｂ 二等航海士Ｂ、四級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部に擦過傷 

Ｂ 端艇甲板の船尾端マストが倒壊、端艇甲板より上部の構造物が圧

壊等 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａ及び二等航海士Ａほか１６人が乗り組み、三木埼南

東方沖を約２３３°（真方位、以下同じ。）の針路及び約１４.９ノッ

ト（kn）の速力で南西進中、当直中の二等航海士Ａが、船首方にＢ船

を視認したものの、その後、Ｂ船に対する見張りを行わず、Ｂ船に接

近し、平成２５年９月５日１５時２５分ごろ、三木埼灯台から

１３２°９.０Ｍ付近において、Ａ船の右舷船首部とＢ船の左舷船尾

部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び二等航海士Ｂほか３人が乗り組み、鋼製厚板約

７８８ｔを積載し、三木埼南東方沖を約２２９°の針路及び約９.０

kn の速力で南西進中、二等航海士Ｂが、左舷船尾方にＡ船を視認した

ものの、Ａ船がＢ船を認識しているものと思い、その後、Ａ船に対す

る見張りを行わず、左舷船尾至近に接近したＡ船に気付き、汽笛を鳴

らし、手動操舵に切り換えて右舵を取ったが、Ｂ船とＡ船とが衝突し

た。 

Ａ船及びＢ船は、海上保安部の指示で三重県尾鷲湾に錨泊した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視程 約６Ｍ 

 海象：海上 平穏 

 



 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ 不詳、Ｂ なし 

Ａ 不詳、Ｂ なし 

Ａ船は、三木埼南東方沖で南西進中、二等航海士Ａが船首方に視認

したＢ船に対する見張りを行っていなかったことから、Ｂ船に接近し

てＢ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、三木埼南東方沖で南西進中、二等航海士Ｂが、左舷船尾方

にＡ船を視認し、Ａ船がＢ船を認識しているものと思い込み、Ａ船に

対する見張りを行っていなかったことから、接近したＡ船と衝突した

ものと考えられる。 

原因  本事故は、三木埼南東方沖において、Ａ船及びＢ船が南西進中、二

等航海士Ａが船首方に視認したＢ船に対する見張りを行っておらず、

また、二等航海士Ｂが左舷船尾方に視認したＡ船に対する見張りを行

っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考え

られる。 

 

 


